
 〔 産学官金連携課題解決プロジェクト推進事業フロー 〕 

 

① ⽀援依頼(相談) 

・支援の要望や新製品のアイ
デアについてご提案くださ
い。 

 

・簡単な「相談・支援依頼登録フォー

ム」に入力するだけです。 

 

②適合性評価 

・センターが提案内容を整理
し、当事業に適合するかど
うかを判断します。 

・センター職員等によるヒアリングに

て、必要な支援策等を協議します。ま

た本事業による課題解決の可能性を

判断します。 

・本事業での支援が適切でない場合

は、センターからの直接支援や他の

支援機関を紹介します。 

 

⑤プロジェクト計画⽴案 

・プロジェクトリーダーが
選定され、支援内容を詳細
に検討し、プロジェクト計
画を作成します。 

・支援依頼案件のプロジェクトリーダ

ーが選定され、依頼者と共に試作品等

開発支援計画(PL 提案書)を作成し、

各種条件の合意を形成します。 

・課題解決の技術詳細、期間、予算など

が含まれます。 

・依頼企業が実施する研究開発費等に

ついては企業負担となります。 

⑥２次審査 

・プロジェクト計画の適否を
判断し、適正な場合は実施、
不適正であれば修正をしま
す。 

・複数の技術専門家により支援計画

における支援技術詳細、期間、予算

などを審査し、適の場合は実施が

確定します。再検討が必要な計画

は修正を行います。 

・提案企業が実施する研究開発等に

ついては企業負担となります。 

・大企業等は財政支援がありません。

・プロジェクト実施が確定されます。

③⽀援の具体化検討 

・専門家が企業にヒアリング
を行い、事業化及び技術的
課題を明確化します。 

・専⾨家によるヒアリングにて事業化お
よび技術的な課題を明確にし、⽀援の
具体像として⽀援研究機関候補の選
定や、⽀援策を検討します。 

⑦実施契約締結 

・依頼企業と大学等で共同
研究等の契約を締結しま
す。 

・依頼企業や大学等で契約条件を協

議し、契約を締結します。 

⑧プロジェクト実施 

・プロジェクトリーダーの
管理の下、提案企業は大
学等と共同で研究を実施
し、試作品等を獲得しま
す。 

・プロジェクトリーダーがプロジェ

クトを管理し、依頼企業は大学等

の専門家と共同で実施します。 

・依頼企業はその過程で学んだ知識

や技術、試作品を獲得します。 

⑨事業化  
 

・完成した試作品等を
活用し、提案企業が
新製品等の事業化を
実現します。 

＜支援依頼入登録フォーム＞  
フォトンバレーセンターホームページ https://www.hai.or.jp/pvc/ からダウンロードしてください。詳細については、
（公財）浜松地域イノベーション推進機構 フォトンバレーセンター 電話番号 053-471-2111 までお問合せください。 

・事業の成⻑性、課題と⽀援技術の適合
性、⽀援予算などにより、⽀援対象と
するかどうかを審査します。 

④１次審査 

・事業の成長性、支援技術の
適合性等から支援対象と
するかどうかを審査しま
す。 


